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す
方
は
除
き
ま
す
。）

◆
対
象
区
域

　

都
路
町
全
域
、
常
葉
町
堀
田

地
区
お
よ
び
山
根
地
区
、
船
引

町
横
道
地
区

◆
減
免
の
た
め
の
申
請
は
必
要

あ
り
ま
せ
ん
。

保
険
料
を
納
め
な
い
と
…

◆
１
年
以
上
滞
納
す
る
と

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る
費

用
の
全
額
を
い
っ
た
ん
自
己
負

担
し
、
申
請
に
よ
り
保
険
給
付

分
の
９
割（
ま
た
は
８
割
）が
払

い
戻
さ
れ
ま
す
。

◆
１
年
６
カ
月
以
上
滞
納
す
る
と

　

介
護
保
険
給
付
の
一
部
ま
た

は
全
額
が
、
一
時
的
に
差
し
止

め
に
な
り
ま
す
。

◆
２
年
以
上
滞
納
す
る
と

　

介
護
保
険
利
用
者
負
担
が
１

割
か
ら
３
割
に
引
き
上
げ
ら
れ
、

介
護
保
険
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス

費
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
不
安
な
く

受
け
る
た
め
に
、
介
護
保
険
料

を
忘
れ
ず
に
納
付
し
ま
し
ょ
う
。

●
問
い
合
わ
せ

　
保
健
福
祉
部 

介
護
福
祉
課

　
　
　
　
　
　
(
82
ー

１
１
１
５

あ
な
た
の
介
護
保
険
料
は
？

介
護
保
険
料
の
納
付
を
お
忘
れ
な
く
！

年額保険料 区分

29,160 円 第１段階

48,600 円
第２段階

第３段階

58,320 円 第４段階

64,800 円 第 5 段階
（基準額）

77,760 円 第 6 段階

84,240 円 第 7 段階

97,200 円 第 8 段階

110,160 円 第 9 段階

合計所得金額が
120 万円未満

120 万円以上 190 万円未満

190 万円以上 290 万円未満

290 万円以上

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

い
い
え

い
い
え

 

同
じ
世
帯
に
市
民
税
が
課
税
さ
れ
て

 

い
る
方
が
い
る

 合計所得金額＋課税年金収入額
 ＝ 80 万円を超え 120 万円以下

市
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る（
本
人
）

65歳
以上の方
へ

 合計所得金額＋課税年金収入額
 ＝ 80 万円以下

生活保護を受給している
老齢福祉年金を受給している
合計所得金額＋課税年金収入額
＝ 80 万円以下

　

市
民
税
の
課
税
状
況
や
所
得
金
額
に
よ
っ
て
、
９
段
階
に
分
か
れ
ま

す
。
左
の
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

ど
う
や
っ
て
納
め
る
の
？

　

納
め
る
方
法
は
、
特
別
徴
収

と
普
通
徴
収
に
分
か
れ
ま
す
。

　
特
別
徴
収

　

年
金
が
年
額
18
万
円
以
上
の

方
は
、
年
金
か
ら
差
し
引
か
れ

ま
す
。
具
体
的
に
は
、
年
６
回

の
年
金
定
期
支
払
い
の
と
き
、

そ
の
受
給
額
か
ら
あ
ら
か
じ
め

差
し
引
か
れ
ま
す
。（
老
齢
福
祉
年

金
、
恩
給
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。）

　

た
だ
し
、
年
金
が
年
額
18
万

円
以
上
で
も
、
次
の
場
合
な
ど

は
、
特
別
徴
収
に
切
り
替
わ
る

ま
で
一
時
的
に
納
付
書
で
納
め

ま
す
。

◆
年
度
の
途
中
で
65
歳（
第
１
号

　
被
保
険
者
）に
な
っ
た
と
き

◆
年
度
の
途
中
で
他
市
町
村
か

　
ら
転
入
し
た
と
き

◆
収
入
申
告
の
や
り
直
し
な
ど

　

で
、
所
得
段
階
の
区
分
が
変

　
更
に
な
っ
た
と
き

◆
年
度
の
途
中
で
年
金
の
受
給

　
が
始
ま
っ
た
と
き

※
な
お
、
年
金
を
担
保
に
貸
し

付
け
を
利
用
さ
れ
て
い
る
方
は
、

普
通
徴
収
と
な
り
ま
す
。

　
普
通
徴
収

　

年
金
が
年
額
18
万
円
未
満
の

方
は
、
納
付
書
や
口
座
振
替
で

納
め
ま
す
。

　

口
座
振
替
に
す
る
と
、
納
め

る
手
間
が
か
か
ら
ず
、
納
め
忘

れ
の
心
配
も
な
く
な
り
ま
す
。

希
望
す
る
方
は
、
金
融
機
関
で

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
納
期
限
前
で
あ
れ
ば
、

コ
ン
ビ
ニ
で
も
納
付
で
き
ま
す
。

  

減
免
は
あ
る
の
？

　

平
成
23
年
３
月
11
日
時
点
で

旧
警
戒
区
域
お
よ
び
旧
緊
急
時

避
難
準
備
区
域（
以
下「
旧
警
戒
区

域
等
」と
い
い
ま
す
。）に
住
民
登

録
が
あ
っ
た
方
で
、
第
１
号
被

保
険
者（
65
歳
以
上
）を
対
象
に
減

免
し
ま
す
。

◆
減
免
額

　

介
護
保
険
料
全
額（
旧
警
戒
区

域
等
の
第
１
号
被
保
険
者
で
、
合

計
所
得
金
額
が
６
３
３
万
円
を
超

木造住宅耐震化のススメ
東日本大震災により、福島県内では 20 万棟を超える建築物が被災し、木造住宅も多数の被害を受けました。
市では下記のとおり耐震診断および耐震改修に対する補助事業を実施します。耐震診断や耐震改修を実施して、
住まいの安全と安心を確保しましょう。

≪木造住宅耐震診断者派遣事業≫
建築士が現地を調査し、地震に対する住宅の強さを診断します。
●対象となる建物　昭和 56 年 5 月 31 日以前に建設された戸建て木造住宅
●費用負担　耐震診断消費税相当分、一律 8,000 円
●申込期間　8 月 31 日（木）まで

≪木造住宅耐震改修支援事業≫
地震に耐えられるよう必要な補強工事を行う方に補助金を交付します。
●対象となる建物　耐震診断を実施した結果、耐震基準を満たさない戸建て木造住宅
●補助額　耐震改修に要する費用の 2 分の 1 かつ 100 万円以内の額
●申込期間　8 月 31 日（木）まで

 【 共通事項 】
●申込方法　申込用紙は建設部 都市計画課に備え付けてあります。
詳細については、下記までお問い合わせください。
問・申建設部 都市計画課(82-1114

7 月 16 日 日

地域経済産業活性化対策費補助金（地域のつながり支援事業）

田村っ子まつり 2017 開催！！
～生きる力を育む体験交流活動～見て、触れて楽しもう！

10:30 ～ 16:00
会場：市役所多目的ホール ほか

●内容（参加予定団体）　※変更となる場合があります。
・熱闘！ 紙バトラー ・ 紙アプリ（リコージャパン福島支社）
・ポケモンワークショップ（POKÉMON with YOU）
・木工クラフト体験（福島県もりの案内人）
・バルーンアート体験、昔あそび体験（放課後子ども教室めだかの学校）
・化石ワークショップ（星の村天文台）
・ミニ消防車、ミニ救急車乗車体験（田村消防署）　ほか
●その他
・内容によっては材料費がかかります。
・当日は栄町びっくり市の開催により、県道船引停車場線が歩行者天国と
　なります。会場までは公共交通機関をご利用ください。

問田村っ子の生きる力を育む会事務局(090-9030-3655

募集！
イベントのお手伝いをしていただける高校生以上のボランティアを募集しています。
詳しくは事務局までお問い合わせください。

昨年の田村っ子ゆめまつりの様子

入場
無料


